
様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 横浜テクノオート専門学校 

設置者名 学校法人 五大 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。 

（授業計画の作成・公表に係る取組の概要） 

国土交通省より自動車整備士養成の「一種養成施設」設置基準を満たしているとの認

可を受け、自動車整備士国家資格の実技試験免除校となっています。 

 学科授業、実習授業ともに一種養成施設の規定時間を遵守して実施しています。 

また自動車整備現場での実務経験を積んだ国家資格１級または２級取得者である教員

が、指定科目すべての授業を受け持っています。 

 

 これらの内容を科目ごとのシラバスに記載し、年度ごとに内容を更新し、当年度の 5

月には学校ホームページ上で誰でも閲覧できるように公開します。 

 

 厳格かつ適正な成績管理についてはこれを学校ホームページにて公開しています。 

授業計画書の公表方法 https://www.godai.gr.jp/techno/syugaku-sien/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 



（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

≪一般試験≫ 

科目ごとに履修効果を評価するために 1 回以上実施します。正解率７０％以上（1 級自

動車整備科３年次と４年次は８０％）を合格とします。）（正解率が基準に達しない者に

ついては追試験を受験し８０％以上の正解率で合格とします。） 

 

≪進級試験≫ 

各年次終了時、履修したすべての科目について評価するために実施します。合格となる

正解率は一般試験と同様です。 

 

≪修了試験・卒業試験≫ 

修業期間を通じて履修したすべての科目について評価するために実施します。合格とな

る正解率は一般試験と同様です。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

進級試験や卒業試験・修了試験以外にも、随時一般試験が行われ、授業態度、出席状況
等を考慮して判定されます。 
 
当校での成績評価基準は、科目ごとの目標レベルの到達度で、この到達度に応じて「５」、
「４」、「３」、「２」、「１」の５段階で評価します。 

 

・ １００～９０点：５ 

・   ８９～８０点：４ 

・   ７９～７０点：３ 

・   ６９～５０点：２ 

・ ４９点以下    ：１ 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

学校ホームページにて公開 

http://www.godai.gr.jp/techno/syugaku-sien/ 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 



（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

国土交通省が定める「自動車整備士一種養成施設」所定の科目、及びＹＴＣが独自に規

定する一般教養科目を履修・修了した者に対し、１級、または２級自動車整備士国家試

験の受験資格（実技試験免除）が付与されます。 

同時に文部科学省告示により工業専門課程の高度専門士、または専門士の称号を付与し

ます。（1級自動車整備科、自動車整備科） 

 

≪１級自動車整備科（４年制課程・高度専門士付与・職業実践専門課程）≫ 

国土交通省が定める規定の科目、及び本校の規定する科目をすべて修了した者に対

し卒業を認定します。 

 

≪自動車整備科（２年制課程・専門士付与・職業実践専門課程）≫ 

国土交通省が定める規定の科目、及び本校の規定する科目をすべて修了した者に対

し卒業を認定します。 

 

≪鈑金塗装科 

（１年制課程（自動車整備士２級以上取得、または取得見込み者対象））≫ 

本校の規定する科目をすべて修了した者に対し卒業を認定します。 

 

≪国際エンジニア科（１年制課程）≫ 

本校の規定する科目をすべて修了した者に対し卒業を認定します。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

学校ホームページにて公開 

https://www.godai.gr.jp/syugaku-sien/ 

 


